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第Ⅱ章 都市計画対象事業の目的及び概要 

 

Ⅱ－ １ 都市計画対象事業の名称等 

１．対象事業の名称 

甲府都市計画事業 昭和町常永土地区画整理事業 

 

２．対象事業の種類 

土地区画整理事業 

（山梨県環境影響評価条例 第二条 別表 第八号） 

 

３．対象事業の実施区域 

所在地：山梨県中巨摩郡昭和町飯喰、河西、上河東、河東中島の一部 

（図Ⅱ-１.１(1),(2)、図Ⅱ-１.２，写真Ⅱ-１.１参照） 

 

４．対象事業の規模 

計画面積：63.4ha 
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図Ⅱ-１.１(1)　対象事業実施区域位置図(1)
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図Ⅱ-１.１(2)　対象事業実施区域位置図(2)
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図Ⅱ-１.２　土地利用現況図
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写真Ⅱ-１.１　対象事業実施区域
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Ⅱ－ ２ 都市計画対象事業の計画内容 

１．事業の目的 

 昭和町が策定した「昭和町第４次総合計画」の将来目標である「青空と緑と産業の

まち、さわやかな田園都市、テクノコミュニティ・昭和町」を実現するために平成12

年に策定した「都市計画マスタープラン」では、常永地区のある昭和町西部地区につ

いては、まちづくりの目標として「住・農・工・商の調和した、新たな市街地（住区）

の形成を目指したまちづくり」を設定しており、住区の開発が期待されている地区で

ある。 

常永地区は、北側を市街化区域の釜無工業団地、南側を土地区画整理事業等により

整備された住宅地に接した市街地に挟まれた地域であり、また、常永地区の中央に位

置する常永小学校の開校に伴い、本小学校を核とした新たな住区が形成されるものと

想定されることから、都市計画マスタープランの地域別構想に沿って、無秩序な開発

を抑制し、強まる市街化を適正に誘導するために土地区画整理事業を行うものである。 

都市施設としては、地区に接して昭和バイパス及び田富町敷島線が整備されている

ことからも本地区に与える開発ポテンシャルは大きい地区である。 

そのため、都市計画道路、区画道路、公園等をはじめとする公共施設の整備改善、

及び目的に合った土地利用を積極的に行うことにより、宅地の利用促進を図り、健全

な市街地を供給することを目的とする。 

 

２．事業の実施期間 

事業期間、工事期間及び分譲期間は以下のとおりであり、事業期間は平成18年度か

ら平成28年度までの10年を計画している。 

 

・事業期間：平成18年度(事業認可後)～平成27年度（10年） 

・工事期間：平成18年度(事業認可後)～平成24年度（７年）（土木工事） 

・分譲期間：平成20年度～平成27年度（８年） 
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３．事業計画の内容 

（１）土地利用計画 

ア．土地利用計画の基本方針 

対象事業実施区域の土地利用計画は、表Ⅱ-２-３.１及び図Ⅱ-２-３.１に示すと

おりである。住居系土地利用を基本とし、商業系土地利用と幹線道路沿道部の土地

利用との区分を行うことにより、良好な住居環境の形成に努めることにより、宅地

の利用の増進を進め、計画的に市街化を図る。 

表Ⅱ-２-３.１ 土地利用計画表 

区 分 面 積 (ha) 割 合 (％) 

住居系 49.3 77.8  

商業系    8.3 13.1  

流通業務系 5.8 9.1  

合 計 63.4 100.0  

 

 

イ．用途地域計画 

 土地利用計画の基本方針に基づき設定された用途地域計画（案）は、表Ⅱ-２-３.

２及び図Ⅱ-２-３.２に示すとおりである。 

各地区区分域における土地利用の基本方針及び環境保全方針は表Ⅱ-２-３.３(1)

～(3)に示すとおりである。 

表Ⅱ-２-３.２ 用途地域計画（案） 

土地利用区分 地区区分 面積(ha) 用途地域区分 面積(ha) 

①常永小学校西側  8.8 第２種低層住居専用地域  8.8 
②上河東北側  5.8 
③河西北側  3.7 
④飯喰集落  4.5 
⑤飯喰南西部  3.3 
⑪常永小学校、公園  4.3 

第１種中高層住居専用地
域 

21.6 

⑥飯喰北西側  4.2 

⑦都市計画道路沿道 14.5 

住居系 

⑫県道市川大門線沿道  0.7 

第１種住居地域 19.4 

⑧昭和バイパス沿道 
（田富町敷島線） 

 1.0 第２種住居地域  1.0 
流通業務系 

⑨昭和バイパス沿道  4.3 準住居地域  4.3 

商業系 
⑩超大型街区 
（スーパー街区） 

 8.3 商業地域  8.3 
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図Ⅱ-２-３.１　土地利用計画図
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表Ⅱ-２-３.３(1) 用途地域の土地利用基本方針及び環境保全方針(1) 

地区区分 土地利用の基本方針 環境保全方針 

①常永小学校西側 

（第２種低層住居専

用地域） 

・小学校の立地により教育環境の保護を図る区域でもあり、主として低層住宅
に係る良好な住居環境を創出する。 
・西側にハウスメーカーによる 100戸以上の一団の分譲戸建住宅団地を計画す
る。 
・この地区は地区計画や緑化協定、建築協定の導入等により、建物の意匠や外
構を含め統一感のある優れた街並み形成を図るものとする。 
・その他の区域については、低層住宅を主とする中で、隣接する既存市街地に
おける土地利用との連続性や現況建物用途との整合性への配慮をする。また大
規模公園の集客性や住宅団地内居住者の利便性も考慮し、一定規模の店舗を含
む立地も許容するものとする。 

・主として低層住宅を整備し、通風・採光・日照等
が確保され、静穏な環境が維持された良好な住居環
境を創出する。 
・特に一団の分譲戸建住宅団地を計画する区域につ
いては、地区計画や緑化協定、建築協定の導入等に
より、建物の意匠や外構を含め統一感のある優れた
街並みの形成を図る。 
・なお、地区外の既存集落も低層住宅地域であるた
め、周辺の土地利用との連続性にも配慮した住居環
境を確保する。 

②上河東北側 

（第１種中高層住居

専用地域） 

・地区の北側に位置する大規模商業施設、西側には小学校や児童館などの公共
施設が整備され、都市計画道路や JR身延線常永駅へのアクセス、地区の東側
の農用地や山伏川の桜並木などによる自然環境の近接性があり、都市生活の利
便性の向上が大いに見込まれる地区である。 
・また、既存の熊野神社に隣接して上河東公会堂の新設移転、保育園計画があ
り、上河東地区の新たなコミュニティの中心地としての整備を行う地区であ
り、これらの地区特性を活かした、優れた住宅地として土地の有効利用を図る。 
・都市的生活基盤の整備状況を踏まえ、就業形態や産業形態の多様化への対応
も可能な地区と考えられるため、住居と店舗、事務所等が併存した職住近接等
の都市形態への移行等、土地利用の動向や当該都市における都市計画上の課題
に柔軟に対応し、地区の健全な発展に資する地区とする。 

③河西北側 

（第１種中高層住居

専用地域） 

・既存市街地に隣接し幹線道路の後背地や県道敷島田富線の沿道部を中心と
し、共同住宅や事務所、店舗の利用も進む地区である。 
・位置的条件からアパートやマンション等による中層住宅地として土地の有効
利用を図る区域とし、住居環境の確保を図る。 

④飯喰集落 

（第１種中高層住居

専用地域） 

・飯喰既存集落地を含み、県道敷島田富線沿道には農協、店舗、食堂、事務所
が立地する。 
・既存集落地との土地利用の連続性にも配慮し、金融機関を含む一定規模のサ
ービス業、店舗等の立地も許容した生活利便性の高い中層住宅地として土地の
有効利用を図る区域とする。 

⑤飯喰南西部 

（第１種中高層住居

専用地域） 

・地区の西側及び南側の都市計画道路へのアクセス、北部に計画される福祉村
構想の整備状況を踏まえ、店舗、事務所等の都市的機能の共存立地を許容した
利便性の高い住宅地として整備する。 
・また、地区内での比較的大規模な土地所有状況との整合性を考慮した、土地
の有効利用、高度利用を図る。 

⑪常永小学校、公園 

（第１種中高層住居

専用地域） 

・常永小学校、既存の常永公園及び近隣公園など公共性の高い区域である。 
・常永小学校の展望塔という高さのある建築物があることも考慮した区域とな
っている。 

・主として中層住宅を整備し、良好な住居環境を創
出する。地区内には既存の常永小学校や児童館など
の公共施設が整備されることにより、アパート・マ
ンション等の住宅地として住居環境の確保を図る。 
・一定規模のサービス業としての店舗及び住居、事
務所等が併存した職住近接等の土地利用にも対応す
ることとする。 
・また、常永小学校の展望等という高さのある建築
物の景観等を損ねないように配慮する。 
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表Ⅱ-２-３.３(2) 用途地域の土地利用基本方針及び環境保全方針(2) 

地区区分 土地利用の基本方針 環境保全方針 

⑥飯喰北西側 

（第１種住居地域） 

・本地区には武川病院及び老人保健施設ひばり苑の周辺地に福祉関連施設、温
泉施設などによる福祉村構想がある。 
・温泉施設を利用した保養、居住施設と医療・福祉関連施設の拡充整備等の専
門性の高い福祉村構想に対しては、住宅施策、商業振興施策、医療福祉施策等
との連携の下に、日常生活に必要な店舗、各種施設の徒歩圏内での立地を可能
とした高齢者が生き生きと暮らせる環境の実現を図る。 

・施設整備に当たっては、医療、福祉関係の施設に
影響を及ぼすような施設の立地を許可しないなど環
境保全に配慮するものとする。 

⑦都市計画道路沿道 

（第１種住居地域） 

・幅員 18ｍの都市計画道路が整備され、都市計画道路の東西線は道路敷地境界
から 30ｍ、南北線は道路敷地境界から 50ｍの範囲で設定する。 
・この道路は昭和バイパスと同等の幅員整備であり、甲府都市計画区域内にお
いても整備水準の高い幹線道路網が整備されることから、将来的には非住居系
の土地利用の拡大が見込まれる区域となる。 
・幹線道路の沿道では、自動車交通量や道路交通騒音等による環境基準の規制
状況により非住居系の土地利用が望ましいとされる。 
・しかし、当該道路については、常永地区内の道路整備にとどまる計画（一部
地区外を含む）であり、その機能は完全とはいえない状況となる。 
・そのため、現時点では、将来予測も踏まえた上で中規模程度の店舗、飲食店、
事務所等の都市的機能の共存立地を許容し、非住居系土地利用との調和に配慮
した上で土地の高度利用の中での住居系土地利用を図ることにより、土地の有
効利用、利用増進、地域の活性化を図る区域とする。 
・また、商業系土地利用を図る区域に隣接する区域は、昭和町都市計画マスタ
ープランでの「地域核」の位置づけにもあり、町の中心的役割を担う新たな拠
点整備を目指しているため、土地需要の動向や都市計画道路の延伸整備等の周
辺地域を含めた広域的交通網整備状況を踏まえ、将来的には業務地やサービス
施設等の拡充整備による土地の有効利用への対応を検討する。 

⑫県道市川大門線沿

道 

（第１種住居地域） 

・県道市川大門線面する位置条件を踏まえ、地区外の隣接する土地利用との連
続性を配慮する。 

・この道路沿道は将来的には中規模程度の店舗、飲
食店、事務所等が立地した都市的機能の高い地区と
なるため、非住居系土地利用との調和に配慮した上
で住居系土地利用を図ることにより、土地の有効利
用、利用増進、地域の活性化を図る区域とする。 
・幹線道路の交通渋滞、交通安全、騒音、廃棄物等
の問題が生じることがないように施設を整備すると
ともに、沿道景観に配慮した構造・形状・色彩の採
用、街路樹の植栽等を行う。 
・この地区は幹線道路から一定の距離が確保される
ことから、背後の閑静な住居地区（第１種中高層住
居専用地域）への交通騒音等の緩衝帯とする。 
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表Ⅱ-２-３.３(3) 用途地域の土地利用基本方針及び環境保全方針(3) 

地区区分 土地利用の基本方針 環境保全方針 

⑧昭和バイパス沿道 

（田富町敷島線） 

（第２種住居地域） 

・この地区では開発許可制度により、ガソリンスタンド等の沿道サービ
ス業、日用雑貨店や食堂等の地域居住者の利便施設の立地がある。 
・昭和バイパスおよび田富町敷島線は甲府都市計画区域における幹線道
路でもあり、その沿道としてふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、
これと調和した住居の環境を保護するための地域とする。 
・現在地区外の昭和バイパス（田富町敷島線）に第２種住居が設定され
ており、連携を考慮した土地利用を図る。 

・現在店舗等がすでに建築されているところもあり、今後
区画整理地内も沿道サービスとして店舗等が建築される
と予想されるため、交通渋滞、交通安全、騒音、廃棄物等
の問題が生じない施設を整備するとともに、街並み景観に
配慮した構造・形状・色彩の採用、緑地等の整備を行う。 
・植栽を施すなど住居系地区と可能な限り空間距離を保
ち、住居環境の保全を図る。 
・現在地区外の昭和バイパス（田富町敷島線）に第２種住
居が設定されており、連携を考慮した土地利用を図るとと
もに、地区外の常永川の自然環境の保全、地区内の住居系
地域に接している住居環境の保全に十分配慮する。 

⑨昭和バイパス沿道 

（準住居地域） 

・この地区では開発許可制度により、ガソリンスタンド等の沿道サービ
ス業、日用雑貨店や食堂等の地域居住者の利便施設の立地がある。 
・昭和バイパスおよび田富町敷島線は甲府都市計画区域における幹線道
路でもあり、その沿道としてふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、
これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。 
・大規模商業施設と接し、自動車利用者の利便の増進を図るなど、大規
模商業施設と連動したより高度な土地利用を図る。 

・現在店舗等がすでに建築されているところもあり、今後
区画整理地内も沿道サービスとして店舗等が建築される
と予想されるため、交通渋滞、交通安全、騒音、廃棄物等
の問題が生じない施設を整備するとともに、街並み景観に
配慮した構造・形状・色彩の採用、緑地等の整備を行う。 
・植栽を施すなど住居系地区と可能な限り空間距離を保
ち、住居環境の保全を図る。 
・地区内の大規模商業施設と接しており、連動した高度な
土地利用を図るとともに、地区外の工業系地域に接してい
ることから、用途の広範な混在等を防止し、住居環境の保
全に十分配慮する。 

⑩超大型街区 
（スーパー街区） 
（商業地域） 

・大規模商業施設の出店計画に基づき、商業系業務の利便の増進を図る。 
・規模については、甲府都市計画区域での商業の将来予測に基づく必要
面積の確保を基本とする。 
・甲府都市計画区域においては、現在までに甲府市以外での設定がなさ
れていない用途地域区分でもあり、周辺部の住居系土地利用との調和に
も配慮した、良好な商業空間の形成を目指す。 
・具体の施設計画に際しては、「大規模小売店舗立地法」により、立地
に伴う周辺の地域の生活環境への影響についての十分な調査や予測が義
務付けられている。 

・本地区に計画している大規模商業施設については、交通
渋滞、交通安全、騒音、廃棄物等の問題が生じない施設を
整備するとともに、街並み景観に配慮した構造・形状、色
彩の採用、緑地等の整備を行う。 
・大規模な駐車場用地には、地下水の涵養、集中豪雨等に
よる都市型洪水の防止、太陽熱蓄積の緩和によるヒートア
イランド現象の抑制、リサイクル材料の活用などの効果が
期待できる、透水性（排水性）舗装等の導入を検討する。 
・省エネ、省資源及び二酸化炭素削減の観点から熱源シス
テムの検討等環境への負荷の低減のための検討を総合的
に行い、関連する新技術や施設の積極的な導入を進める。 
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（２）計画人口 

計画戸数及び計画人口は以下のとおりである。 

計画戸数：約1,300戸 

計画人口：約2,700人 

 

（３）造成計画 

対象事業実施区域の造成計画は、表Ⅱ-２-３.４及び図Ⅱ-２-３.３、４に示すと

おりである。 

対象事業実施区域は水田や畑等に利用されており、表層が軟弱な地盤となってい

る。そのため、表層土を一旦切土し、優良土で置き換えるとともに嵩上げを行うた

めの盛土を行う。なお、表層土は耕作土であるため、公園や街路樹等の植栽用客土

として可能な限り再利用を図ることにしている。 

結果として、地区外に搬出される土量はなく、約180,500㎥が搬入されることにな

る。なお、造成区域はほぼ全域となる。 

 

表Ⅱ-２-３.４ 造成土量 

項 目 細 目 土 量 備 考 

切土 約130,700㎥ 表層の耕作土等を切土(約20㎝程度)。 

 流用土 約130,700㎥ 盛土材、植栽用客土として再利用。 

盛土 約311,200㎥ 切土部分の補填とかさ上げのため。 

購入土 約180,500㎥ 盛土材として地区外から購入。 
 

流用土 約130,700㎥ 盛土材、植栽用客土として再利用。 

搬出土量 0㎥  

搬入土量 約180,500㎥ 購入盛土分 

注１）植栽用客土の利用は、農地希望者への客土、商業系地区内植樹用客土、公園内植栽用

客土、街路樹の客土、住宅の植栽用客土を予定している。 

２）盛土材の購入先は約16㎞離れた南アルプス市内の砕石プラントを予定している。 
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ケース ①（現況地盤高より計画地盤高が高い場合） 

 

計画地盤高 

 

 

計画基盤高 

 

現況地盤高 

 

 

 

 

 

ケース ②（現況地盤高が計画地盤高より高い場合） 

 

現況地盤高 

計画地盤高 

 

 

計画基盤高 

 

 

 

ケース ③（現況地盤高が計画地盤高より 20㎝以上高い場合） 

 

現況地盤高 

 

 

計画地盤高 

 

 

計画基盤高 

 

 

図Ⅱ-２-３.４ 切土・盛土（整地）断面図 
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（４）施設計画 
ア．大規模商業施設 

商業系土地利用区域にモール型ショッピングセンターを誘致する計画である。 

現時点で想定されている事業内容、規模等は下記のとおりである。 

○施設内容：物販店舗、アミューズメント、理美容、クリニック、旅行代理店、 

      各種専門学校、不動産店舗、金融機関店舗等 

○延床面積：約120,000㎡ 

○駐車台数：平面駐車場 2,000台、屋上駐車場 1,000台、計 3,000台 

○利用者数：平日27,500人、休日47,500人 

○営業日 ：365日／年 

 

イ．公共施設 

コミュニティ施設として、飯喰公会堂及び上河東公会堂を設置する計画である（位

置は図Ⅱ-２-３.７参照）。 

なお、これらの施設の設置に当たっては、形態、意匠、色彩及び材料等に充分配

慮するなどして良好な公共空間を創出する。 
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（５）道路計画 

 対象事業実施区域内の道路の整備計画は表Ⅱ-２-３.５及び図Ⅱ-２-３.５に示

すとおりである。 

道路網は「昭和町都市計画マスタープラン」（平成12年12月策定）における道路

網計画と整合を図りつつ、土地利用計画、住区構成及び公共施設の配置等を考慮し

て計画した。特に都市計画道路については、交通量が多くなるため、交通安全、騒

音等の影響を考慮して既存集落、常永小学校、社寺等をできる限り避ける形で配置

した。また、住宅地では、不必要な通過交通を排除し、良好な住居空間を維持する

ため、道路網を閉鎖型とし、さらに、走行速度の上昇を抑えるため極力直線距離が

長くならないよう配慮した。商業地周辺については、自動車交通を完全に排除する

ことが困難であるので、自動車交通と歩行者との分離が可能な道路網とした。 

 

表Ⅱ-２-３.５ 道路整備計画 

道路種別 幅員 備考 

都市計画道路 18ｍ 

主に通過交通、地区内交通の利用に供する。 

(仮)常永小学校東西線は、東は押越西条新田線の延伸

路線から飯喰地区を横断し、田富町敷島線を通過する路

線で、昭和バイパス以南地区の東西方向の交通処理を担

う。 

(仮)常永小学校南北線は、幹線道路に囲まれた飯喰・

河西地区を縦断する道路で、当該地区の南北方向の交通

処理を担う。 

主要区画道路 
12ｍ 

 9ｍ 
主に各地区内の交通に供する。 

区画道路 

 6ｍ 

 5ｍ 

 4ｍ 

各宅地の交通に供する。 

 

 

また、各種道路の標準断面は、図Ⅱ-２-３.６に示すとおりである。 

都市計画道路は、右折車線の設置による各交差点の交通処理機能向上や交通の安

全性確保、常永小学校への通学者に対する配慮から、標準横断幅員を 18ｍとした。 

歩道については通学路としての位置づけが高いことから、環境、景観、安全の面

からもデザイン、樹種の選定に特に留意する。 

都市計画道路及び主要区画道路には、街路樹を 10ｍ間隔で植栽し、良好な街路景

観の形成を図る。樹種は四季の変化に富み、花も楽しめる落葉広葉樹（ハナミズキ

等）を植栽する計画である。 
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図Ⅱ-２-３.５　道路整備計画図
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図Ⅱ-２-３.６ 主要道路標準断面図  
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（６）公園計画 

公園は、表Ⅱ-２-３.６及び図Ⅱ-２-３.７に示すように近隣公園１ヵ所、街区公

園４ヵ所、合計５ヵ所（面積 3.7ha）を整備する。なお、公園面積は土地区画整理

法（昭和 29年 法第 119号）で必要とされる３％（約 2.0ha）以上を確保している。 

公園の配置計画に当たっては、区画整理区域及び地区計画区域を一体として整備

するため区画整理区域外ではあるが、本地区の中央部にある整備済みの常永公園を

本計画の公園と一体的な位置づけを行い、誘致距離を勘案して公園を設けるものと

した。常永公園を中心とした半径250ｍの誘致距離内には街区公園を設置する必要は

ないと考え、その周りに街区公園を有機的に配置した。また、本地区内には社寺境

内林が存在し、これらは現状保存されることから、これらの緑地も含めて公園の配

置計画を検討した。さらに、「（５）道路計画」（p.Ⅱ-17～19）に示したように主

要な道路には街路樹を植栽し、公園や社寺林が緑で結ばれるように配慮した。 
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表Ⅱ-２-３.６ 公園整備方針 

公園種別 面積等 整備方針 

近隣公園 

 
(図Ⅱ-２-３.７) 

2.9 ha 

多目的広場を主体とした公園とする。 

公園内には水田と畑からなる体験農園（約3,300㎡）を整備し、

グリーンツーリズムの場、常永小学校の学校農園・栽培体験実

習の場としての活用、一般市民の農業体験の場を提供する。 

また、公園南部の地下式調整池の上部にはその一部を利用し

てビオトープ園（約1,600㎡）を整備し、地域の水生生物や鳥類、

昆虫類等の生息環境を創出するとともに常永小学校等の児童に

対する地域生態系の環境教育の場を提供する。 

さらに、常永公園の緑地及び常永小学校の緑地帯との連携を

図り、ビオトープ園の緑地と結ぶ緑の回廊（幅10ｍ×長さ約220

ｍ）を公園西側に整備する。緑の回廊には体験農園とビオトー

プ園とを結ぶ水路を整備し、水田と池との水生生物の連続性を

保つ。 

１号公園
(図Ⅱ-２-

３.12(1)) 
0.2 ha 

かすみ堤と一体的に整備し、かすみ堤プラザにはかすみ堤の

歴史等を記載した案内板を設置して、かすみ堤の歴史的意義と

存在意義をアピールする場とする。 

２号公園 
(図Ⅱ-２-

３.12(2)) 
0.2 ha 

土地区画整理事業によるエリア（新市街地）と地区計画エリ

ア（既成市街地）との融合となる「地区の森」（290㎡）を創り

込む。 

地区の森は、住居の間に整備されるため、クヌギ・コナラ・

カエデ類等の落葉広葉（紅葉）樹、コブシ・サクラ等の花木を

中心に植栽し、景観性に配慮した植栽とする。 

３号公園 
(図Ⅱ-２-

３.12(3)) 
0.3 ha 

熊野神社と一体的な公園ととらえるとともに、上河東公会堂

を建設する。地区のコミュニティの中心となるシンボル性の高

い「鎮守の森」（300㎡）の創出を目指す。 

鎮守の森は本地域の潜在自然植生であるシラカシ林を構成す

る種（カシ類、ヤブツバキ、ヒサカキ、アオキ等の常緑樹及び

クヌギ、コナラ、カエデ類等の落葉広葉樹、等）を中心に植栽

し、地域の自然と調和した林を創出する。 

街 

区 

公 

園 

４号公園 
(図Ⅱ-２-

３.12(4)) 
0.1 ha 

地区の河川の最下流部に位置する。調整池からの流出を受け

る位置にあり、水を活用した公園整備を行う。 

かすみ堤 

 
(図Ⅱ-２-３.13) 

延長 
区域内 310m 

区域外 195m 

かすみ堤は歴史的風土の保全、文化財の保護の観点から保全

に努める必要があるが、その適切な利活用が身近な歴史、文化

の継承と地区環境形成において重要な意義を持つ。したがって、

遊歩道的整備を行い、散歩、散策等に積極的に活用する計画で

ある。かすみ堤沿道の緑化については、法面は芝張りをする。 

なお、法面には樹木の植栽ができないため、両側の民地に対し、

植栽木を提供し、宅地内緑化の協力をお願いする。 

また、区域外の部分については、昭和町が区画整理工事終了

後、整備する。 
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図Ⅱ-２-３.８ 近隣公園計画図 

１：１,０００ 

0    10    20              50m 
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通       路 

多  目  的  広  場 

畑 地 水 田 

調  整  池 

（芝生） 

（砂利） 

（草地） 

緑の回廊の植栽 

高木 低木 

シラカシ、ケヤキ、ク
ヌギ、コナラ、他 

（約 50本） 

ヒサカキ、ヤブツ
バキ、アオキ、ウ

ツギ、他 

 

外周部の植栽 

高木 

シラカシ、クヌギ、コ

ナラ、他（1本/10ｍ） 
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表Ⅱ-２-３.７ 近隣公園内のビオトープ園の整備内容 

整  備  方  針 

○水辺を中心とした生態系の創造 

 現在、水田、畑地、屋敷林、社寺林などによって構成されている地域の生態系が、住宅や

商業施設を中心とした土地利用になるため、近隣公園の一角に、水路、池、湿性草地、湿性

林地、常落混交林地などの水環境を中心とした多様な環境を整備し、それぞれの環境に適し

た動植物を導入・誘導することによって新たな生態系の創造を図る。また、自然環境を形成、

維持するため、ビオトープ園の周囲にフェンスを設置して、通常は人の出入りができないよ

うにする。 

○自然体験学習の場の提供 

 多様な環境に生息・生育する動植物の観察ルートを整備し、隣接する常永小学校をはじめ

地域の児童等の自然体験学習の場を提供する。 

○体験農園との共存による農耕環境の保全 

 体験農園と水路をつなげることにより、体験農園にも水田を好む動物が誘導され、現在の

水田を中心とした生態系の一部が再現されることが期待される。 

○保全すべき動植物の生育・生息環境の提供 

 現地調査で確認された保全すべき魚類(メダカ)の移殖・誘導、また、生育地が改変される

保全すべき植物(カワヂシャ、メハジキ、イヌハギ)を移植して種の保全を図る。 

整  備  内  容 

導 入 ・ 誘 導 す る 生 物 相 
環境タイプ 

植 物 鳥 類 昆虫類 魚類・両生類 

①水域・水辺 沈水植物（エビモ）、 

浮葉植物（ヒルムシ

ロ）、カワヂシャ、

他 

カイツブリ、カル

ガモ、ハクセキレ

イ、他 

アメンボ、タイコ

ウチ、ミズカマキ

リ、トンボ類、他 

メダカ、フナ、ド

ジョウ、他 

アマガエル 

②湿性草地 ヨシ、オギ 

 

オオヨシキリ、ケ

リ、他 

トンボ類、キタテ

ハ、イチモンジセ

セリ、モンキチョ

ウ、他 

アマガエル 

③湿性林地 カワヤナギ、ハンノ

キ、ノイバラ、ヨモ

ギ、他 

サギ類、カラ類、

ヒワ類 

カブトムシ、ハン

ノキムシ、ヤブヤ

ンマ、他 

アマガエル 

④常落混交林地 クヌギ、コナラ、エ

ノキ、シラカシ、他 

モズ、ホオジロ、

カワラヒラ、オナ

ガ、他 

ノコギリク ワガ

タ、カブトムシ、

ゴマダラチョウ、

他 

アマガエル、アズ

マヒキガエル 

隣接調整池 
（草地） 

ススキ類、ヨモギ類、

他 

スズメ、ハクセキ

レイ、他 

バッタ類、他 
－  

 

               

断面模式図 

（調整池；草地） 

②湿性草地 
①水域・水辺 

③湿性林地 
④常落混交林地 



  
 

Ⅱ
-
2
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ-２-３.９ 近隣公園内のビオトープ園計画平面図 
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図Ⅱ-２-３.10　ビオトープ園計画断面図
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タイプ①

流速が速く、水深が深い。

タイプ②

流速が遅く、水深が浅い。

タイプ③

流速が遅く、水深が浅い。

河岸の傾斜が緩やか。

図Ⅱ-２-３.11　緑の回廊断面模式図
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図Ⅱ-２-３.12(1)　公園計画平面図（１号公園）
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地区の森

飯喰公会堂用地飯喰公会堂用地

図Ⅱ-２-３.12(2)　公園計画平面図（２号公園）
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鎮守の森

熊野神社熊野神社

上河東公会堂用地上河東公会堂用地

図Ⅱ-２-３.12(3)　公園計画平面図（３号公園）
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図Ⅱ-２-３.12(4)　公園計画平面図（４号公園）
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図Ⅱ-２-３.13 かすみ堤標準断面図 

 

 

（７）用水・排水計画 

ア．上水道整備計画 

一般家庭及び商業施設等の生活用水・飲料水は、甲府市水道局の配水を受ける。 

計画配水量は表Ⅱ-２-３.８に示すとおりである。 

表Ⅱ-２-３.８ 上水道計画配水量 

項 目 内 容 備 考 

計画給水人口 約2,700 人  

日平均当り配水量 435 ℓ /人 平成16年度実績 

日最大配水量 502 ℓ /人 平成16年度実績 

計画配水量 1,370.5㎥/日 計画人口×日最大配水量 

 

 

イ．下水道整備計画 

一般家庭及び商業施設等からの生活系排水は、公共下水道施設を整備し、下水道

に汚水を排水する。この地区は釜無川流域下水道の区域に属しており、排水は釜無

川浄化センター（南巨摩郡増穂町）で処理され、釜無川に放流される。 

 

 



Ⅱ-    33

（８）雨水排水計画 

ア．雨水排水計画の内容 

対象事業実施区域には東花輪川、清川排水路、常永川の３つの河川・水路がある。 

常永川については、すでに一般市街地での流出係数（雨水が地表を流出する比率）

にて河川断面形状が計画、整備済みであり、対象事業が実施された場合でも雨水の

流出に係る問題はない。清川排水路については、現在、10年確率の降雨強度に対応

できる構造で整備済みであるが、対象事業実施区域及び下流域での氾濫を抑制する

ため、降雨強度を50年確率とすると、50年確率の降雨では整備済みの断面の流下能

力を超えてしまうため、雨水排水を調節する調整池が必要となる。また、東花輪川

については、現段階において河川断面の改修計画がなく、本事業の実施によって流

出量が増加するため、調整池の設置が必要となる。 

 

イ．調整池計画 

 東花輪川水系の２水路についてそれぞれ調整池を設置し、下流河川において洪水

被害が生じないように計画する。 

 設置場所は図Ⅱ-２-３.14に示すとおりであり、調整容量は表Ⅱ-２-３.９に示す

とおりである。 

調整池の構造は、図Ⅱ-２-３.15～18に示すとおりであり、土地の有効利用を図る

ため、地下貯留方式を採用する。調整池内の雨水はポンプで排水する。上部は約１

ｍの覆土を行い、公園等に利用する計画であるが、調整池（２）については、その

上部も一部調整機能を持たせることにしている。 

調整池の周囲には地下水を透水させる施設を設置し、地下水流が調整池を迂回で

きるようにして、地下水が分断されないようにする。 

 

 

 



    
                        

    
                        

 

0 100 200 300 400 500m0 100 200 300 400 500m

S=1/8,000S=1/8,000

常永小学校

常永公園

昭和バイパス

東
花
輪
川

東
花
輪
川

昭
和
玉
穂
線

常
永
川

常
永
川

田
富
町
敷
島
線

甲
府
市
川
大
門
線

敷
島
田
富
線

清
川
排
水
路

清
川
排
水
路

①①

②②

③③
④④

⑤⑤

⑥⑥

⑦⑦⑧⑧

⑨⑨⑩⑩

調整池(３)調整池(３)

調整池(４)調整池(４)

調整池(２)調整池(２)

調整池(１)調整池(１)

図Ⅱ-２-３.14　雨水排水計画図
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表Ⅱ-２-３.９ 雨水排水計画 

自然流下流域 調整池流域 全体計画 

A B C D E E-D  F (A+C） G (B+E） H H-G 

流域 
面積 

計画 
流出量 

流域 
面積 

調整池
流入量 

調整池
流出量 

差 貯留量 
計画流
域面積 

計画 
流出量 

流下 
能力 

差 
河川・水路 

(ha) (㎥/ｓ) (ha) (㎥/ｓ) (㎥/ｓ) (㎥/ｓ) (㎥) (ha) (㎥/ｓ) (㎥/ｓ) (㎥/ｓ) 

備考 

① 8.70 2.07 －  －  －  －  －  8.70 2.07 2.07 0.00   

② 1.77 0.36 13.11 2.86 1.30 ▲1.56 3,940 14.88 1.66 1.70 0.04 調整池（3） 

③ 0.73 0.23 －  －  －  －  －  0.73 0.23 0.41 0.18   

④ 7.31 1.76 13.37 3.69 1.05 ▲2.64 5,300 20.68 2.81 2.85 0.04 調整池（4） 

⑤ 1.37 0.39 －  －  －  －  －  1.37 0.39 0.43 0.04   

⑥ 2.07 0.50 －  －  －  －  －  2.07 0.50 0.65 0.15   

東花輪川 

⑦ 1.17 0.29 17.07 4.32 1.20 ▲3.12 7,760 18.24 1.49 1.51 0.02 調整池（2） 

清川排水路 ⑧ 8.11 0.87 6.51 1.46 1.10 ▲0.36 1,140 14.62 1.97 1.99 0.02 調整池（1） 

⑨ 0.93 0.28 －  －  －  －  －  0.93 0.28 0.45 0.17   
常永川 

⑩ 49.38 10.10 －  －  －  －  －  49.38 10.10 17.00 6.90   

注１）計画流出量の算定は合理式を用いた。 

 ２）対象事業実施区域の流出係数は一般市街地の値：0.8を用いた。 

 ３）降雨強度は50年確率とした。 

 



図Ⅱ-２-３.15(1)　調整池（１）平面図（４号公園）
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図Ⅱ-２-３.15(2)　調整池（１）断面図（４号公園）
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図Ⅱ-２-３.16(1)　調整池（２）平面図（近隣公園）
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図Ⅱ-２-３.16(2)　調整池（２）断面図（近隣公園）
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図Ⅱ-２-３.17(1)　調整池（３）平面図（３号公園）
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図Ⅱ-２-３.17(2)　調整池（３）断面図（３号公園）

Ⅱ
-
4
1



図Ⅱ-２-３.18(1)　調整池（４）平面図（２号公園）
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図Ⅱ-２-３.18(2)　調整池（４）断面図（２号公園）
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（９）廃棄物処理計画 

 廃棄物については、循環型社会の形成のため３Ｒ（リデュース：廃棄物の発生抑

制、リユース：再使用、リサイクル：再資源化）を推進していく必要があり、住居

系地区に入居する新住民については、昭和町の指導に基づき適切な箇所に収集場所

を設定し、事業者の一員である昭和町により広報等を通じてごみの収集方法、分別

方法等を周知徹底するとともに、資源の有効活用、リサイクル、ごみの減量に努め

るよう呼びかけを行う。 

 また、大規模商業施設や流通業務施設に対しては、再資源化可能な缶、ビン、容

器包装プラスティック等については積極的に回収し、山梨県の許可を受けた処理業

者に委託処理し、再資源化、再利用するとともに、物流経路の簡素化等により梱包

材の削減に努め、また、できる限り簡易包装を推進し、レジ袋の使用量の削減に努

めること、コピー用紙、伝票、包装紙及び紙袋は再生紙の導入を図るよう指導する。 
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４．工事計画 

（１）工事工程 

工事は、表Ⅱ-２-４.１、２に示す工程を計画している。各年次における施工区域

は、図Ⅱ-２-４.１に示すとおりである。なお、整地後の住居等の建築工事は平成20

年度から平成27年度までを予定している。 

 

（２）施工手順 

工事の施工手順は、図Ⅱ-２-４.２のフロー図に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ-２-４.２ 施工フロー図 

・基本測量 

・既設物撤去 

・仮設道路工 ・仮囲い(万能鋼板) 

・仮排水路工 ・仮沈殿池工 

・仮調整池工 

道路工① 

上下水道工 

道路工② 

舗装工 

片付け工 

準備工 

仮設工 

公園工 

調整池工 大規模商業施設 

造成工 
・土工・整正・下層路盤 

・側溝工 

・汚水排水工 

・水道工 

・街渠工・街渠桝工

・植栽工 

・道路照明 

・歩道部 

・車道部 

・鋤取-仮置-流用盛土 

・切土-流用盛土 

・購入盛土 

・擁壁工 
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表Ⅱ-２-４.１ 主要工事工程 

年 

工事項目 
１年目（H18年度） ２年目（H19年度） ３年目（H20年度） ４年目（H21年度） ５年目（H22年度） ６年目（H23年度） ７年目（H24年度） 

準備工                             

仮設工                             

建物移転                             

道路工                             

造成工                             

下水道工                             

上水道工                             

調整池工                             

 

 

 

 

土

木

工

事 

公園整備工                             

大規模商業施設                             

（住居等）                             

建

築

工

事                              

注）住居等の建築工事は、３年目（H20）から10年目（H27）間での期間実施される。 

 

表Ⅱ-２-４.２ 造成工事工程 

年 

工事項目 
１年目（H18年度） ２年目（H19年度） ３年目（H20年度） ４年目（H21年度） ５年目（H22年度） ６年目（H23年度） ７年目（H24年度） 

鋤取-仮置-盛土                             

切土－ 盛土                             

購入土盛土-整地                             

造
成
工 

擁壁工                             
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図Ⅱ-２-４.１　施工年次計画図
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（３）建設機械稼働計画 

ア．建設機械の種類 

工種ごとの主要な建設機械を表Ⅱ-２-４.３に示す。 

表Ⅱ-２-４.３ 主要な建設機械の種類 

工  種 主要な建設機械 

準備工、仮設工 トラッククレーン、ブルドーザー、バックホー、ダンプトラック他 

造成工（整地工） 
ブルドーザー、バックホー、ダンプトラック、振動ローラー、コン
クリートミキサー車他 

道路工 
トラッククレーン、バックホー、ユニック車、ダンプトラック、コ
ンクリートミキサー車、トラック、振動ローラー、アスファルトフ
ィニッシャー、タイヤローラー、モーターグレーダー他 

下水工 トラッククレーン、バックホー、ダンプトラック、ユニック車他 
水道工 バックホー、ダンプトラック、ユニック車他 

調整池工 
トラッククレーン、バックホー、ダンプトラック、ユニック車、コ
ンクリートミキサー車、コンクリートポンプ車他 

公園整備工 
ブルドーザー、バックホー、ユニック車、アスファルトフィニッシ
ャー、振動ローラー、タイヤローラー、コンクリートミキサー車他 

 

イ．建設機械の台数 

 建設機械の稼働計画は、表Ⅱ-２-４.４に示すとおりである。なお、主要な建設

機械の稼働計画（月別日最大稼働台数、月別稼働台数）は資料編に掲載した。 

表Ⅱ-２-４.４ 建設機械の稼働計画（月別台数） 

（単位：台/月） 

月 数 
年次 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
合計 

１年目 
（H18年度） 

172 172 172 898 898 898 686 845 884 1,030 990 858 8,501 

２年目 

（H19年度） 
713 1,167 890 1,003 1,096 1,003 792 884 700 686 700 647 10,281 

３年目 

（H20年度） 
554 449 515 634 475 409 277 224 224 172 132 145 4,211 

４年目 

（H21年度） 
132 172 251 172 277 317 264 264 251 264 119 132 2,614 

５年目 

（H22年度） 
132 172 396 277 277 317 264 251 251 251 158 53 2,798 

６年目 
（H23年度） 

132 132 132 132 172 277 317 370 330 317 251 119 2,680 

７年目 

（H24年度） 
92 132 304 224 277 238 238 238 224 277 304 211 2,759 
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（４）資材等運搬車両運行計画 

ア．運行台数 

資材等運搬車両（土砂の搬入）の運行台数は、表Ⅱ-２-４.５(1),(2)に示すとお

りである。運行台数は、１年目の４～６ヵ月目に最大120台/日となる。 

なお、工事関係車両には、作業員の通勤車両、重機、機械、二次製品等の運搬車

両も使用するが、通勤車両（小型車両）は最大でも10数台/日、重機等運搬車両は最

大でも10台/日以下であり、走行ルートも複数路線を使用するので、影響は少ないと

考え、最も影響の大きい土砂の運搬車両のみについて示した。 

表Ⅱ-２-４.５(1) 資材等運搬車両(土砂の搬入)の運行計画（月別日最大台数） 

（単位：台/日） 

月 数 
年 次 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
最大 

１年目 
（H18年度） 

   120 120 120 60 60 60    120 

２年目 
（H19年度） 

 60 60 60 60 60 60 60 60 60   60 

３年目 
（H20年度） 

  60 60         60 

４年目 
（H21年度） 

 60 60          60 

５年目 
（H22年度） 

 60 60          60 

６年目 
（H23年度） 

  60 60         60 

７年目 
（H24年度） 

 60 60          60 

 

表Ⅱ-２-４.５(2) 資材等運搬車両(土砂の搬入)の運行計画（月別台数） 

（単位：台/日） 

月 数 
年 次 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
年間 

１年目 
（H18年度） 

   2,640 2,640 2,640 1,320 1,320 1,320    11,880 

２年目 
（H19年度） 

 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320   11,880 

３年目 
（H20年度） 

  1,320 1,320         2,640 

４年目 
（H21年度） 

 1,320 1,320          2,640 

５年目 
（H22年度） 

 1,320 1,320          2,640 

６年目 
（H23年度） 

  1,320 1,320         2,640 

７年目 
（H24年度） 

 1,320 1,320          2,640 

注）１ヵ月の稼働日数は22日とした。 

 

イ．運行ルート 

 資材等運搬車両（土砂の搬入）の運行ルートは、図Ⅱ-２-４.３に示すとおりであ

る。運行ルートは道路沿道への影響を低減するため、一方通行のルートを設定した。

盛土用の土砂は、対象事業実施区域から約16㎞の所にある建設資材販売会社から購

入する予定である。 
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図Ⅱ-２-４.３　土砂運搬車両運行ルート
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（５）工事中の雨水排水計画 

工事中の雨水は、２年目（平成19年度）に施工予定の本調整池完成まで、仮設調

整池（沈砂池兼用）を設置し、そこに一旦貯留した後、既存の河川・水路に放流す

る。また、本調整池完成後は各施工ブロックに沈砂池を設置し、計画高水量を超え

る場合は、そこから本調整池に流入、貯留し、既存河川に自然放流、あるいはポン

プによって放流する。  

なお、常永川流域等の直接放流地域では、施工区域毎に沈砂池を設置し、既存の

河川・水路に放流する。 

 

（６）工事中の廃棄物処理計画 

「建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律」に基づき、分別解体等及び

再資源化等を促進するための措置を講じ、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量

等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、生活環境の

保全及び県民経済の健全な発展に寄与するため、導水路、上下水道、造成工事等で

発生する無筋コンクリート塊、鉄筋コンクリート塊、アスファルト塊等は、山梨県

指定の再資源化施設へ処分を依頼する。 

当該工事で発生すると想定される建設廃棄物の量は表Ⅱ-２-４.６に示すとおり

である。なお、建設廃棄物の搬出車両台数は、１、２年目に最大３台/日程度である。 

表Ⅱ-２-４.６ 建設工事に伴って発生する廃棄物の量 

（単位：㎥） 

 建設廃棄物 
１年目 
(H18年度) 

２年目 
(H19年度) 

３年目 
(H20年度) 

４年目 
(H21年度) 

５年目 
(H22年度) 

６年目 
(H23年度) 

７年目 
(H24年度) 

合計 

コンクリート構造物 
（無筋） 1,242 1,099 282 281 298 156 319 3,677 

コンクリート構造物 
（鉄筋） 109 97 25 25 26 14 28 324 

舗装板（t＝4㎝） 244 216 56 55 59 31 63 724 

合 計 1,595 1,412 363 361 383 201 410 4,725 
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（７）工事中の環境保全計画 

工事に当たっては周辺生活環境の保全に配慮し、以下に示す措置を講じる。 

ア．交通安全対策 

（ア）交通事故防止対策 

・購入土等の資材等運搬車両の走行道路については、児童・生徒の登下校に影響

が出ないように可能な限り歩道が整備されたルートを設定した。 

・資材等運搬車両の運行経路で登下校路と重なる部分で信号のない部分について

は、必要に応じて交通整理員を配置する等の処置を行う。 

・対象事業実施区域周辺に資材等運搬車両が路上待機しないように、区域内に十

分な待機場を設けるとともに、資材等運搬車両の運転手及び車で通勤する作業

員に対しては、十分な安全教育を行い、交通安全の徹底を義務づけ交通事故の

防止をはかる。 

（イ）交通管理 

・資材等運搬車両については、一般道路を走行するときは、運搬車両に安全シー

ト等を張り、積載物の落下等による第三者への災害、道路の破損、あるいは汚

損等に十分注意する。また、一般道路での駐車、待機は行わず現場内に入って

の待機を指導する。 

・工事区域内の道路への一般車両の進入を禁止するために、交通規制を必要とす

る箇所には必要に応じて設置する標識・表示看板及び防護施設等は頑固な構造

とし、設置後の修繕・清掃などの維持を常時行うこととする。 

・工事現場から一般道路に出る箇所や、工事車両と一般車両が集中する箇所では

交通整理員を置き、交通の円滑、安全をはかる。また、道路の汚損等により事

故のないように清掃員を必要に応じて配置する。 

・重機による事故が建設災害の中で多いため、重機の運転手に対する教育・訓練

を行うと共に安全管理の徹底を行う。 

・材料搬入・搬出時等については、積載重量を超えての運搬は禁止し、事前に業

者を指導する。 

・社員、作業員の通勤時の運転については、道路交通法の厳守と互いに思いやり

のあるマナーを守った運転を教育・指導する。 

・道路構造物及び交通安全施設に破損を与えた場合は、直ちに当該管理者の指示

により復旧する。 

・周辺道路に障害が起きた場合は、障害物の除去等出来る限り協力し、救急車両

等交通を妨げないようにする｡ 

 

イ．大気、騒音・振動防止対策 

（ア）大気、騒音・振動防止対策 

・隣接する武川病院、老人保健施設ひばり苑及び常永小学校については、施工計

画を十分検討し、また、施工に当たっては施工計画を確実に実施することによ

り、静穏な環境を確保するものとする。 

・建設機械は、排出ガス対策型、低騒音型、低振動型機械を使用する。 
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・建設機械の使用に当たっては点検・整備を十分に行う。 

・建設機械の運転は丁寧に行い、空ぶかし等は行わない。 

・特定の日時に建設機械が集中しない稼働計画とする。 

・特定の日時に工事用資材の搬入が集中しない資材搬入計画とする。 

・資材等運搬車両は、一方通行とし、交通量を分散させる。 

・資材運搬等の車両の走行は低速度走行に心がけ、空ぶかし等をしない丁寧な運

転に心がける。 

・大型資材等運搬車両は、朝夕の交通量の多い時間帯をさけて運行するよう配慮

する。 

・日曜・祝日の工事、工事用資材の搬入は実施しない。 

・工事を実施する時間を厳守する。 

（イ）粉じん防止対策 

・土砂運搬車両には、荷台の土が飛ばないようにシートカバーを使用する。 

・資材等運搬車両出入口には土落とし施設を設けて、タイヤに付着した土を落と

す。 

・粉じん飛散防止のため、散水車を用意し、適宜散水を実施する。 

・風が強く、工事により粉じんが発生する場合には、散水を行うとともに、場合

によっては工事を中断する。 

 

ウ．水質汚濁防止対策 

・雨水排水に伴い濁水が直接公共用水へ流出するのを防止するため、工事実施前

に仮設沈砂池等を設置する。 

・重機・工事車両等の燃料及びオイル漏れが生じた場合は、直ちに原因を発見処

理して漏れ出た燃料及びオイルを完全に除去処分する。 

・コンクリートポンプ車等の洗い水は、河川等を汚さないように場所を決め、工

事終了後処理する。 

 

エ．その他 

本事業の実施にあたっては、専任の窓口担当者を決め、地域住民との連絡体制を

明確にし、工事施工にあたっては責任者不在のないように、随時対応が可能になる

ような体制作りを行う。 

（ア）現場作業環境の整備 

・作業箇所、資材置場などの資機材は整理整頓に努める。 

・現場周辺の清掃を適時行い、土砂などの散逸を防ぐ。 

・現場事務所、休憩所及び作業環境の改善を行い、快適な職場を形成するととも

に、看板ならびに現場周辺の美化に努める。 

・燃料等、可燃物周辺の火気使用を禁止し、周辺の整理整頓に努める。 

・喫煙の場所を指定し、指定場所以外では火気使用禁止の徹底をする。 

・週１回、一斉清掃の日と定め、現場周辺のゴミや空き缶を集め、周辺の美化に

努める。また、月１回、地域清掃日と定め現場外の美化にも努める。 
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・衣服の汚れは建設業全体のイメージダウンに繋がりかねないので、汚れそうな

作業をする際、もしくはやむを得ず汚れた時には、直ちに着替えをするよう、

作業員に指導する。 

・５分前行動を心がけ、何事にも心にゆとりを持った行動をとるように指導する。 

（イ）災害時の対策 

・地震予知情報が発令された場合は、直ちに作業を中止すると共に、重機等を安

全な場所に退避させ、作業員を避難場所へ避難させる。また、ラジオ、テレビ

等により情報の収集を行う。 

・地震発生後は、現場内及び周辺の巡視を行う。 

・被災者がいる場合は、現場で出来る処置を速やかに行い、関係機関に連絡し、

救急隊を待つ。 

・工事の再開は、危険状態が回避され、現場内の巡視・点検を行い、安全を確認

した後着手する。 

（ウ）その他事項 

・緊急時の連絡系統により、関係機関との連絡を速やかに行う。 

・施工中の構造物、仮設物に対して日頃から点検し、不備な箇所は整備等を行い

被害を最小限に食い止め、工事開始時に作業がスムーズに行えるよう努める。 

・再利用が可能なものは極力再利用し、現場から排出されるゴミができる限り少

なくなるようにする。 

・現場作業において、田畑その周辺を汚さないように注意し、状況に応じて現場

内の除草等を行う。 

・粉じん、騒音・振動、水質汚濁等に係る苦情が生じた場合は、丁寧な対応を行

い処置する。 

 

 


